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 Front Line（フロントライン）とは「最前線」という意味です。相双地区は東日本大震災・原発事故の被災地であり、
 日本の雇用の最前線であることから、その状況をわかりやすく伝える情報誌として、このような名称としました。
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2,857 2,811 2,858 2,933 2,916 2,876 2,893 3,018 3,091 3,023 2,875 2,791 2,738 2,778 2,945 3,051 2,958 2,808

職業紹介状況報告（様式1号）より集計　　
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＜最新の雇用失業情勢ﾃﾞｰﾀ＞ 令和　７　年　１２　月分
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ハローワーク

事業主・労働者の皆さまへ

① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度（再雇用制度・勤務延長制度）の導入

※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む
➃ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入 ⇒P２、３
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入 ⇒P２、３

 a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
 b.事業主が委託、出資（資金提供）等する団体が行う社会貢献事業

④、⑤については過半数労働組合等の同意を得た上で、措置を導入する必要があり
ます（労働者の過半数を代表する労働組合がある場合にはその労働組合、そして労働
者の過半数を代表する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の同意が
必要です。）。

※ ③～⑤では、事業主が講じる措置について、対象者を限定する基準を設けることができますが、
その場合は過半数労働組合等との同意を得ることが望ましいです。

※ 高年齢者雇用安定法における「社会貢献事業」とは、不特定かつ多数の者の利益に資することを目
的とした事業のことです。「社会貢献事業」に該当するかどうかは、事業の性質や内容等を勘案して
個別に判断されることになります。

※ bの「出資（資金提供）等」には、出資（資金提供）のほか、事務スペースの提供等も含まれます。

＜対象となる事業主＞

• 定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
• 継続雇用制度（70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。）を導入して

いる事業主

＜対象となる措置＞

次の①～⑤の措置（高年齢者就業確保措置）を講じるよう努める必要があり
ます。

高年齢者雇用安定法は、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発
揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的とする法律です。
事業主は65歳までの雇用機会を確保する義務の履行に加え、70歳まで
の就業機会を確保するよう努める必要があります。

高年齢者就業確保措置について

６５歳までの雇用機会
の確保（義務）

７０歳までの就業機会
の確保（努力義務）

70歳までの就業確保措置を講じることが事業主の「努力義務」になったことに伴い、
65歳以上70歳未満で離職する者も再就職援助措置・多数離職届等の対象になります。
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